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（仮訳）

第４部（Ｂ）

老朽化した化学兵器及び遺棄化学兵器

Ａ．総 則

１．老朽化した化学兵器については，Ｂの規定に従って廃棄する。

２．遺棄化学兵器（第２条５(ｂ)の定義に該当するものを含む ）については，Ｃの規定に従。

って廃棄する。

Ｂ．老朽化した化学兵器のための制度

３．締約国は，自国の領域内に第２条５(ａ)に定義する老朽化した化学兵器を有する場合には，

この条約が自国について効力を生じた後３０日以内に，すべての入手可能な関連する情報

（可能な範囲内で，老朽化した化学兵器の所在地，種類，量及び現状に関する情報を含

む ）を技術事務局に提出する。。

同条５(ｂ)に定義する老朽化した化学兵器については，締約国は，第３条１(ｂ)(ｉ)の規

定に基づく申告（可能な範囲内で，第４部(A)の１から３までに規定する情報を含む ）を技。

術事務局に対して行う。

４．締約国は，この条約が自国について効力を生じた後に老朽化した化学兵器の存在を知った

場合には，その後１８０日以内に，３に規定する情報を技術事務局に提出する。

５．技術事務局は，３及び４の規定に従って提出される情報を検証し並びに特に化学兵器が第

２条５の老朽化した化学兵器の定義に該当するか否かを決定するため，冒頭査察及び必要に

応じてその後の査察を行う。１９２５年から１９４６年までの間に生産された化学兵器につ

いて化学兵器として使用することができるか否かを決定するための指針は，第８条２１(ｉ)

の規定に従って会議が検討し及び承認する。

６．締約国は，技術事務局が第２条５(ａ)の定義に該当すると確認した老朽化した化学兵器に

ついては毒性廃棄物として取り扱う。当該締約国は，自国の法令に従って，当該老朽化した

化学兵器を毒性廃棄物として廃棄し又はその他の方法によって処分するためにとる措置を技

術事務局に通報する。

７．３から５までの規定に従うことを条件として，締約国は，技術事務局が第２条５(ｂ)の定

義に該当すると確認した老朽化した化学兵器を第４条及び第４部(A)の規定に従って廃棄す

る。ただし，執行理事会は，締約国の要請に基づき，この条約の趣旨及び目的に危険をもた

らさないと認める場合には，当該老朽化した化学兵器の廃棄の期限及び廃棄の規律に関する

規定の適用を変更することができる。当該要請には，規定の適用の変更に関する具体的な提

案及び変更を提案する理由についての詳細な説明を含める。
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Ｃ．遺棄化学兵器のための制度

８．自国の領域内に遺棄化学兵器が存在する締約国（以下「領域締約国」という ）は，この。

条約が自国について効力を生じた後３０日以内に，遺棄化学兵器に関するすべての入手可能

な情報を技術事務局に提出する。この情報には，可能な範囲内で，遺棄化学兵器の所在地，

種類，量及び現状並びに遺棄に関する情報を含める。

９．締約国は，この条約が自国について効力を生じた後に遺棄化学兵器の存在を知った場合に

は，その後１８０日以内に，当該遺棄化学兵器に関するすべての入手可能な情報を技術事務

局に提出する。この情報には，可能な範囲内で，遺棄化学兵器の所在地，種類，量及び現状

並びに遺棄に関する情報を含める。

１０．他の締約国の領域内に化学兵器を遺棄した締約国（以下「遺棄締約国」という ）は，。

この条約が自国について効力を生じた後３０日以内に，遺棄化学兵器に関するすべての入手

可能な情報を技術事務局に提出する。この情報には，可能な範囲内で，所在地，種類，量，

遺棄に関する情報及び遺棄化学兵器の状態を含める。

１１．技術事務局は，８から１０までの規定に従って提出されるすべての利用可能な情報を検

証し及び第４部(A)の４１から４３までの規定に基づく体系的な検証が必要であるか否かを

決定するため，冒頭査察及び必要に応じてその後の査察を行う。技術事務局は，必要な場合

には，遺棄化学兵器の出所を検証し，並びに遺棄に関する証拠及び遺棄国を特定する証拠を

示す。

１２．技術事務局の報告は，執行理事会，領域締約国及び遺棄締約国又は化学兵器を遺棄した

ことを領域締約国によって申告され若しくは技術事務局によって特定された締約国に提出さ

れる。直接関係する締約国のいずれかが当該報告に満足しない場合には，当該締約国は，こ

の条約に従ってこの問題を解決する権利又は速やかに解決するためにこの問題を執行理事会

に提起する権利を有する。

１３．領域締約国は，第１条３の規定に基づき，８から１２までの規定に従って遺棄締約国と

して特定された締約国に対し，当該領域締約国と協力して遺棄化学兵器を廃棄するために協

議を行うよう要請する権利を有する。当該領域締約国は，その要請を直ちに技術事務局に通

報する。

１４．相互に合意する廃棄のための計画の作成を目的とする領域締約国と遺棄締約国との間の

協議については，技術事務局が１３に規定する要請について通報を受けた後３０日以内に開

始する。相互に合意した廃棄のための計画については，技術事務局が１３に規定する要請に

ついて通報を受けた後１８０日以内に，技術事務局に送付する。執行理事会は，遺棄締約国

及び領域締約国の要請に基づき，相互に合意する廃棄のための計画の送付の期限を延期する

ことができる。

１５．遺棄締約国は，遺棄化学兵器の廃棄のため，すべての必要な資金，技術，専門家，施設

その他の資源を提供する。領域締約国は，適切な協力を行う。
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１６．遣棄国を特定することができない場合又は遺棄国が締約国でない場合には，領域締約国

は，遺棄化学兵器の廃棄を確保するため，当該遺棄化学兵器の廃棄について援助を提供する

よう機間及び他の締約国に要請することができる。

１７．８から１６までの規定に従うことを条件として，第４条及び第４部(A)の規定は，遺棄

化学兵器の廃棄についても適用する。遺棄化学兵器が第２条５(ｂ)の老朽化した化学兵器の

定義に該当する場合において，執行理事会がこの条約の趣旨及び目的に危険をもたらさない

と認めるときは，執行理事会は，領域締約国の単独の要請又は遺棄締約国との共同の要請に

基づき，廃棄に関する規定の適用を変更し又は例外的な状況において停止することができる。

遺棄化学兵器が同条５(ｂ)の老朽化した化学兵器の定義に該当しない場合において，執行理

事会がこの条約の趣旨及び目的に危険をもたらさないと認めるときは，執行理事会は，領域

締約国の単独の要請又は遺棄締約国との共同の要請に基づき，例外的な状況において廃棄の

期限及び廃棄の規律に関する規定の適用を変更することができる。この１７に規定する要請

には，規定の適用の変更に関する具体的な提案及び変更を提案する理由についての詳細な説

明を含める。

１８．締約国は，締約国間で遺棄化学兵器の廃棄に関する協定又は取決めを締結することがで

きる。執行理事会は，当該協定又は取決めが１７に規定する遺棄化学兵器の廃棄を確保する

ものであると認める場合には，領域締約国の単独の要請又は遺棄締約国との共同の要請に基

づき，当該協定又は取決めの特定の規定がこのＣの規定に優先することを決定することがで

きる。


